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令和 4年 第 3回 筑紫野市議会定例会（6月） 

提出議案について 

 
  

令和 4年第 3回筑紫野市議会定例会（会期：6月 8日～6月 24日）に次の議案を提案し

ましたので、その内容をお知らせします。 

 

報告第１号 
専決処分の承認について（筑紫野市税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて） 

本件は、地方自治法第 179 条第１項の規定により、専決処分を行ったので、同条第３

項の規定に基づき報告し、承認を求めるものです。 

内容は、地方税法等の一部を改正する法律が令和 4年３月 31日に公布されたことに伴

うもので、事業者等の税負担を軽減するため、商業地等の固定資産税について、課税標準

額の上昇幅を従来よりも抑える措置を講ずるものです。 

報告第 2号 
専決処分の承認について（筑紫野市都市計画税条例の一部を改正する条例

の制定について） 

本件は、地方自治法第 179 条第１項の規定により、専決処分を行ったので、同条第３

項の規定に基づき報告し、承認を求めるものです。 

内容は、地方税法等の一部を改正する法律が令和 4年３月 31日に公布されたことに伴

うもので、事業者等の税負担を軽減するため、商業地等の都市計画税について、課税標準

額の上昇幅を従来よりも抑える措置を講ずるものです。 

報告第 3号 
専決処分の承認について（筑紫野市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について） 

本件は、地方自治法第 179 条第１項の規定により、専決処分を行ったので、同条第３

項の規定に基づき報告し、承認を求めるものです。 

内容は、地方税法等の一部を改正する法律が令和 4年３月 31日に公布されたことに伴

うもので、国民健康保険税の課税限度額を見直し、基礎課税額の限度額を 65万円に、後

期高齢者支援金課税額の限度額を 20万円に改正するものです。 
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報告第 4号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、地方自治法第 179 条第１項の規定により、専決処分を行ったので、同条第３

項の規定に基づき報告し、承認を求めるものです。 

内容は、令和 4年３月 29日、午前８時頃、筑紫野市大字山家 2490番地１付近の市道

において発生した道路陥没事故により、相手方車両を破損させたものです。 

この事故に伴う損害賠償額について、192,940円で示談協議が整いましたので、令和 4

年４月 26日付で専決処分を行ったものです。 

報告第 5号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、地方自治法第 179 条第１項の規定により、専決処分を行ったので、同条第３

項の規定に基づき報告し、承認を求めるものです。 

内容は、令和 4 年２月 25 日午前 10 時 55 分、固定資産税課税のための新築家屋の調

査訪問時に、公用車で相手方自宅のブロック塀に接触し、塀の一部を損傷させたものです。 

この事故に伴う損害賠償額について、49,500 円で示談協議が整いましたので、令和４

年５月 17日付で専決処分を行ったものです。 

報告第 6号 令和３年度筑紫野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

繰越事業は、「基幹系システム等維持管理事業」から「公共土木施設災害復旧事業」まで

の８件です。 

本件は、地方自治法第 213 条の規定により、令和３年度中に事業が終了しないものに

ついて、議会の承認を受け、繰越明許費により令和４年度へ予算を繰り越していますので、

地方自治法施行令第 146 条第２項の規定に基づき繰越計算書を調製し、議会に報告する

ものです。 

報告第７号 令和３年度筑紫野市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

令和３年度筑紫野市下水道事業会計予算に定めていた建設改良費のうち、ちくし台団地

下水道築造工事について、地中埋設物が原因で施工能率が低下し、工期に不測の日数を要

したことから、地方公営企業法第 26条第１項の規定に基づき令和４年度に繰り越しまし

たので、同条第３項の規定に基づき報告するものです。 
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議案第 34号 令和４年度筑紫野市一般会計補正予算（第２号）について 

本件は、国の総合緊急対策に対応する補正予算です。 

歳出予算の主な内容は、子育て世帯へのおこめ券支給事業として１億９,886 万 6,000

円、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業として１億２,381万 1,000円、学校給食物

価高騰対策事業として６,380万円の増額などをするものです。 

これに見合いの歳入予算としては、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金と

して１億２,381万 1,000円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として

５億１,574万 8,000円の増額などをするものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６億４,693万 9,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を 339億５,331万 4,000円とするものです。 

議案第 35号 令和４年度筑紫野市一般会計補正予算（第 3号）について 

歳出予算の主な内容は、児童福祉施設整備事業として１,950 万円、防災事務事業とし

て 130万円、高齢者運転免許証自主返納等支援事業として 262万円の増額などをするも

のです。 

これに見合いの歳入予算としては、前年度繰越金として１億２,948 万円、保育対策総

合支援事業費補助金として２,466万 6,000円の増額などをするものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億５,854万 4,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を 341億１,185万 8,000円とするものです。 


